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○
健
康
増
進
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
【
平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日
時
点
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
行
う
事
務
）

第
一
条

健
康
増
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
集
計
と
す
る
。

（
発
生
の
状
況
の
把
握
を
行
う
生
活
習
慣
病
）

第
二
条

法
第
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
生
活
習
慣
病
は
、
が
ん
及
び
循
環
器
病
と
す
る
。

（
特
別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
係
る
手
数
料
）

第
三
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
手
数
料
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

国
に
納
め
る
手
数
料

九
千
四
百
円

二

独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
に
納
め
る
手
数
料

十
七
万
二
千
円

（
登
録
試
験
機
関
の
登
録
手
数
料
の
額
）

第
四
条

法
第
二
十
六
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
二
十
四
万
二
千
八
百
円
と
す
る
。

（
登
録
の
有
効
期
間
）

第
五
条

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
栄
養
表
示
基
準
に
従
い
必
要
な
表
示
を
行
う
必
要
が
な
い
場
合
）

第
六
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す
る
栄
養
表
示
食
品
で
あ
っ
て
そ
の
容
器
包
装
及
び
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
に

同
項
に
規
定
す
る
栄
養
表
示
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
輸
入
す
る
場
合
と
す
る
。


